
このあたりの言葉にピンときたらぜひおこしください！ 

参加者のみんなで学校図書館について語りあいます。 

●語る会のみの参加も可能です 

●当日は会場の設営（イス等を並べる）にご協力ください 

 

●学校図書館が好きな人が集まって「こんな学校図書館あったらいいよね」という話題で意見を交わす場です。 
ゆるくやります。 

 

事前申込不要です。2名以上の人がその場にいれば始めます。 
(先着順・定員20名・最低催行人数2名) 

出入り自由の会場にたくさんの学校図書館に関する本を置きます。自由に読んでください。 

そのあと学校図書館について語り合いましょう。 

   

日時 令和6(2024)年1月28日(日) 

   12:00~16:00 

会場 大阪市立城東図書館 

  多目的室 

図書館が用意したり、参加者の皆さんが持ち寄ったりした学校図書館とそれに関係する本を各自で 

読む時間です。図書館の多目的室にイスやゴザを用意します。リラックスしてお読みください。 

●時間内の入退室自由   多目的室が人でいっぱいになった場合は閲覧室をご利用ください 

●本などの持ち込み自由 （ただし管理はご自身でなさってください） 

を読んで 

語る会 

「学校図書館の本」を読む時間 

「学校図書館」を語る時間 

#学校図書館 #図書室 #読書 #調べ学習 #子ども #図書委員 #読み聞かせ 

#POPづくり #ビブリオバトル #ラーニングコモンズ #GIGAスクール #居場所 #Fab 

#情報リテラシー #放課後 #昼休み #青春 #子どもと本 #地域と本 #地域と読書  

 

 学校図書館とは、学校図書館法で定められた図書館。同法により小・中・高等学校、中等教育学

校、特別支援学校に設置することが義務付けられている。文部科学省のウェブサイトではその供用方法として以下の 

例が紹介されている「●図書資料を収集し、児童生徒及び教員の利用に供すること。●図書館資料の分類配列を 

適切にし、及びその目録を整備すること。●読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。●図書館

資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童生徒に対し指導を行うこと。●他の学校の学校図書館、図書館、

博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。」 



大阪市立城東図書館 
     〒536-0005 大阪市城東区中央3-5-45  

     電話（06)6933-0350  

https://ww.oml.city.osaka.lg.jp                                            
城東図書館のページはトップページ右側のリンクからご覧いただけます  

 

〔主な公共交通機関の最寄り駅〕 

Osaka Metro長堀鶴見緑地線・今里筋線蒲生四丁目駅7号出口から北西方向に300メートル  

京阪野江駅から南東方向に500メートル 

JR野江駅から南東方向に700メートル 

 


